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一般会計予算決算常任委員会審査日程 

日時 平成２７年１２月９日（水） 

午前１０時 

場所 第１委員会室 

 

１ 議案第９０号 平成２７年度山陽小野田市一般会計補正予算（第３回）に

ついて 

 

審査番号① 総括・歳入関係 
 

 (1) 総括説明 財政課 

 

 (2) 歳入に係る説明 ＊ 特定財源は歳出の際に審査 

○ １－１－１ 税務課（市民税） 

○ １－２－１ 税務課（固定資産税） 

○ １－６－１ 税務課（都市計画税） 

○ 18－１－９ 財政課（財政調整基金） 

○ 19－１－１ 財政課（繰越金） 

○ 20－４－２ 国保年金課（療養給付費負担金精算金） 

○ 20－４－３ 障害福祉課（障害児支援給付費国県負担金精算分） 

 

 (3) 質疑 

 

（職員入替え） 

 

審査番号② 健康増進課・環境事業課関係 
 

(1) 歳出（特定財源含む）に係る説明 

○ ４－１－１ 健康増進課（歳入 15-2-2 山口県医療提供体制設備整備補助金） 

○ ４－１－２ 健康増進課 

○ ４－２－２ 環境事業課 

○ ４－２－３ 環境事業課 

 

 (2) 質疑 

 

（職員入替え） 
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審査番号③ 総務部・総合政策部・成長戦略室・選挙管理委員会関係 
 

(1) 歳出（特定財源含む）に係る説明 

○ 人件費全般 人事課 

○ ２－１－４ 情報管理課（歳入 20-4-2 支障移転工事費負担金） 

○ ２－１－６ 財政課 

○ ２－１－８ 財政課 

○ ２－１－25 成長戦略室（歳入 14-2-1 社会資本整備総合交付金） 

○ ２－２－２ 税務課 

○ ２－４－３ 選挙管理委員会 

 

 (2) 債務負担行為に係る説明 

○ 山口東京理科大学薬学部校舎建設事業 成長戦略室 

 

 (3) 質疑 

 

（職員入替え） 

 

審査番号④ 健康福祉部関係 
 

(1) 歳出（特定財源含む）に係る説明 

○ ３－１－１ 国保年金課（歳入 14-1-1 国民健康保険基盤安定費） 

（ 〃 15-1-2 国民健康保険基盤安定費） 

（  〃   国民健康保険負担軽減対策費） 

○ ３－１－１ 高齢福祉課 

○ ３－１－２ 障害福祉課（歳入 14-1-1 自立支援給付費・障害児支援給付費） 

（ 〃 14-2-2 地域生活支援事業費） 

（ 〃 15-1-2 自立支援給付費・障害児支援給付費） 

（ 〃 15-2-1 地域生活支援事業費） 

○ ３－１－３ 高齢福祉課 

○ ３－１－４ 国保年金課 

○ ３－１－５ 国保年金課（歳入 14-3-2 国民年金事務費） 

○ ３－２－１ こども福祉課 

○ ３－２－２ こども福祉課 

○ ３－２－３ こども福祉課 
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 (2) 債務負担行為に係る説明 

○ のぞみ園・まつば園・みつば園指定管理者委託料 障害福祉課 

○ なるみ園・児童館指定管理者委託料 こども福祉課 

 

 (3) 質疑 

 

（職員入替え） 

 

審査番号⑤ 産業振興部関係 
 

(1) 歳出（特定財源含む）に係る説明 

○ ６－１－２ 農林水産課 

○ ６－１－４ 農林水産課（歳入 20-4-2 多目的機能支払制度補助金過年度返還金） 

○ ６－１－５ 農林水産課（歳入 12-2-1 土地改良事業地元分担金） 

（ 〃 21-1-3 農業施設整備事業債） 

○ ６－３－３ 農林水産課（歳入 15-2-3 埴生漁港改修事業費） 

（ 〃 21-1-3 水産業施設整備事業債） 

○ 11－３－１ 農林水産課（歳入 12-2-1 災害復旧事業分担金） 

（ 〃 14-1-3 農業施設災害復旧費） 

（ 〃 21-1-8 農業用施設災害復旧事業債） 

 

(2) 債務負担行為に係る説明 

○ 労働会館指定管理者委託料 商工労働課 

○ 商工センター指定管理者委託料 商工労働課 

 

(3) 質疑 

 

（職員入替え） 

 

審査番号⑥ 建設部関係 
 

(1) 歳出（特定財源含む）に係る説明 

○ ８－２－３ 土木課 

○ ８－３－１ 土木課（歳入 21-1-4 治水対策事業債） 

○ ８－５－１ 都市計画課（歳入 14-2-4 社会資本整備総合交付金） 

（ 〃 18-1-2 まちづくり魅力基金繰入金） 
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○ ８－５－２ 都市計画課 

○ ８－６－１ 建築住宅課（歳入 14-2-4 社会資本整備総合交付金） 

（ 〃 15-2-5 耐震診断・改修事業費） 

○ 11－２－１ 土木課（歳入 14-1-3 公共土木施設災害復旧費） 

（ 〃 21-1-8 公共土木施設災害復旧事業債） 

 

(2) 債務負担行為に係る説明 

○ 江汐公園指定管理者委託料 都市計画課 

 

(3) 質疑 

 

（職員入替え） 

 

審査番号⑦ 教育委員会関係 
 

(1) 歳出（特定財源含む）に係る説明 

○ 10－１－２ 学校教育課 

○ 10－６－１ 学校教育課（歳入 20-4-2 日本スポーツ振興センター災害共済金） 

 

 (2) 質疑 

 

（職員入替え） 

 

審査番号⑧  討論・採決 
 

(1) 討論 

 

(2) 採決 

 















                                 （学校教育課） 

○小中学校入学資金貸付事業 

 

（事業内容） 

 就学援助費の中には、新入学児童生徒学用品費という項目があり、学校へ入学する際に

かかる費用を補うため、小中学校１年生に対して、学用品費に入学用の支度金を上乗せし

て就学援助費を支給する仕組みとなっています。しかし、実際に支給するのは、前年度の

所得の確定後になるため、７月初旬となっています。このため、ランドセルや制服等の入

学準備のための資金が必要な方を対象に、入学前に入学資金を貸し付ける制度を創設する

ものです。 

 

（制度内容） 

①  山陽小野田市小中学校入学資金貸付規則を制定 

②  対象 

就学援助費の受給資格者に認定される見込みのある人で、入学資金の貸付が必要で

あると認められる人。 

③  貸付の時期 

学校へ入学する前（２～３月） 

④  貸付額 

就学援助の学用品費と新入学児童生徒学用品費の合計額を上限とする。 

   小学校入学者 約３２，０００円 

   中学校入学者 約４６，０００円 

⑤  返済方法 

翌年度に支給する就学援助費をもって償還する。受給資格者に認定されなかった場

合又は市外転出された場合は、即時返済を求める。 

⑥  予算額及び対象人数 

   予算額９４０，０００円 （小学生１５人、中学生１０人を想定） 

⑦  実施時期 

   平成２７年１２月議会において補正予算可決後、速やかに規則を制定。 

平成２８年１月から運用を開始する予定。 


